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災害免除の適用（期間の延長等）
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 災害による受信料の免除については、免除基準第１項第７号に基づき、災害救助法が適用された区域内において、半壊、半焼又は
床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約を対象として、2か月間の受信料を免除することとしている

 「令和６年能登半島地震」においては、全国で４県４７市町村にそれぞれ災害救助法が適用され、国が特定非常災害に指定する等、
被害が甚大であるため、過去の災害の事例を踏まえ、免除基準第１項第８号に基づき免除期間の延長および免除対象の追加につ
いて総務大臣に申請し、承認された

日本放送協会
放送受信料免除基準

第１項第８号

（7）によるもののほか、非常災害があった場合において、免除すべき放送受信契
約の範囲および免除の期間につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたもの

免除対象
半壊・半焼・床上浸水以上の契約者

１か月以上、避難指示等を受けた契約者

免除期間
令和６年１月～６月（６か月間）

令和6年7月１日以降も、引き続き、避難指示等が続いている方は、
解除された月の翌月まで

免除見込件数 約0.6万件

免除見込額 約0.６億円



【参考】 過去の特定非常災害の指定例
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災害名 発生日 申請日 適用対象 適用期間 件数 免除額

平成７年阪神淡路大震災
（兵庫県、大阪府）

1995.1.17 1995.2.20 半壊・半焼以上の契約者 ６か月間 ２８.３万件 ２３.４億円

平成１６年
新潟県中越地震

（新潟県）

2004.10.23 2004.11.22

半壊・半焼以上の契約者 ６か月間

１.５万件 １.８億円
１か月以上、避難指示等を受けた契約者

解除まで

（３２か月間）

平成２３年東日本大震災
（岩手県、宮城県、福島県等）

2011.3.11 2011.3.16

半壊・半焼以上の契約者 8か月

23.0万件 75.7億円
１か月以上、避難指示等を受けた契約者

解除まで
（継続中）

平成２８年熊本地震
（熊本県）

2016.4.14 2016.5.18

半壊・半焼以上の契約者 6か月

3.8万件 3.9億円
１か月以上、避難指示等を受けた契約者

解除まで
（29か月間）

平成３０年７月豪雨
（岡山県、広島県、愛媛県等）

2018.7.5～
７.8

2018.7.31

半壊・半焼以上の契約者 6か月

3.4万件 3.4億円
１か月以上、避難指示等を受けた契約者

解除まで
（6か月間）

令和元年台風第１９号
（宮城県、福島県、長野県等）

2019.10.12 2019.11.11

半壊・半焼以上の契約者 6か月

1.３万件 1.3億円
１か月以上、避難指示等を受けた契約者

解除まで
（６か月間）

令和２年７月豪雨
（熊本県、大分県等）

2020.7.3 2020.7.21

半壊・半焼以上の契約者 6か月

0.9万件 0.9億円
１か月以上、避難指示等を受けた契約者

解除まで
（継続中）



被災された方への対応状況
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 免除の申請や解約の届け出について、放送やホームページなどのオウンドメディアや自治体などの外部窓口を通じて広く周知を行
うとともに、電話やインターネットによる受付窓口を拡充し、お手続きの利便性の向上を図った

 こうした取り組みに加え、被害が大きい地域に対してはＮＨＫ職員による現地調査を行い、申請によらず免除を適用することとする

①放送・ホームページ

テレビスポットやホームページ
により、免除の対象やお手続
き方法を案内

②外部窓口でのご案内

自治体窓口における「り災証明
書」交付時に免除申請について
の案内を依頼

首相官邸ホームページ「被災者
支援情報」に受信料免除のお知
らせを掲載

①専用ダイヤル

被災による解約や、
免除申請のお手続き
方法のご案内を実施

②オンライン申請

NHKホームページで
氏名・住所等を入力し、
「り災証明書」の画像を
アップロードしていただ
くことで免除申請が完了

周知・広報 窓口の拡充
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